
平成３０年１月山口市長定例記者会見 

記者発表資料    

 

【概要】 

小・中学校に就学する児童・生徒が安心して学校生活を送ることが

できるよう、就学援助費のうち、平成３０年度に小・中学校への入学

にかかる新入学学用品費について、支給時期を従前の入学後（７月）

から入学前（３月・４月）に前倒しします。 

 

【就学援助とは】 

  山口市では、経済的理由により学校での学習に必要な費用の支払い

が困難な方に、新入学学用品費や学用品費・給食費・修学旅行費等の

援助を行う制度を実施しています。 

 

【対象者】  

次の（１）～（３）すべてに該当する方が対象者です。 

（１）平成３０年３月１日に山口市内に居住している方 

※平成３０年３月末までに市外に転出する方を除く 

（２）お子様が平成３０年４月に小・中学校に入学予定の方 

（３）就学援助要件（下記）のいずれかに該当する方 

Ａ 生計を同一にしている方の平成２８年中の収入が一定基準

以下である 

Ｂ 平成２９年度に次のいずれかに該当している 

     ア 児童扶養手当を受給している 

     イ 平成２９年度の市民税が非課税または減免されている 

     ウ 個人事業税、固定資産税、国民健康保険料のいずれかが

減免されている 

     エ 世帯の被保険者全員の国民年金保険料が全額免除されて

いる 

     オ 生活福祉資金の貸付（社会福祉協議会の制度）を受けて

いる 

     カ 生活保護を受けていたが最近停止または廃止となった 

 

 

件 名： 新入学学用品費（就学援助費）の前倒し支給について 

担当課： 教育委員会学校教育課 学務担当 （電話：083-934-2862） 
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【支給額】 

  小学校入学予定のお子様一人あたり ４０，６００円 

  中学校入学予定のお子様一人あたり ４７，４００円 

 

【受付期間】  

平成３０年１月２９日（月）～３月３０日（金） 

  土・日・祝日を除く８時３０分～１７時１５分 

 

【支給時期】 

  平成３０年２月２８日までに申請され、認定された方は３月中旬 

  ３月１日から３月３０日までに申請され、認定された方は４月中旬 

  保護者様の口座に振込 

 

【受付場所】  

山口市教育委員会学校教育課・各総合支所総合サービス課 

 

【お問い合わせ】  

山口市教育委員会学校教育課  

TEL：０８３－９３４－２８６２ 

 

 

 

 


